
上田市における重層的支援体整備事業の概要 

 

 

１ 事業概要 

  ８０５０問題、ダブルケアといった、地域住民が抱える複雑化・複合化した課題（狭間の課題）に

対応するため、高齢、障がい、子ども、生活困窮など、既存の福祉分野の枠組みに囚われず、包括

的・一体的な支援体制を整備するための事業（令和３年４月施行の改正社会福祉法で創設）。相

談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援といった取組を、関係機関と連携しながら一体的に実

施することを通じて、包括的な支援体制の整備を図るとともに、地域共生社会の実現を目指す。 

 

 

２ 実施の要件 

  以下に掲げる事業を「一体的に」実施することで、重層的支援体制整備事業交付金の交付を

受けて実施。 

 

３ 上田市における実施状況 

（１）事業開始年度 

   令和７年度を移行準備期間として、令和８年度から本格実施 

（２）実施形態 

事業の一部(多機関協働事業)を上田市社会福祉協議会に委託して実施。多機関協働事業は、

重層的支援体制整備事業の中核となる事業で、「相談支援」で寄せられた相談のうち、複雑

化・複合化した相談に対し、支援関係機関が連携して支援を実施する。 

 

 

 

※相談支援、地域づくりに向けた支援は、既存事業を活用。参加支援、アウトリーチ、多機関協働事業、支援プラン 

 の作成は新規事業として位置付けられている。 

号 既存・新規の別 主な担当部門 既存事業の対象事業等

イ 既存 介護 地域包括支援センターの運営

ロ 既存 障がい 障害者相談支援事業

ハ 既存 子ども 利用者支援事業

ニ 既存 困窮 自立相談支援事業

第2号 参加支援 ― 新規 ― ―

イ 既存 介護
一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
（地域介護予防活動支援事業）

ロ 既存 介護 生活支援体制整備事業

ハ 既存 障がい 地域活動支援センター事業

二 既存 子ども 地域子育て支援拠点事業

― 既存 困窮 生活困窮者支援等のための地域づくり事業

第4号
アウトリーチ等を通じた

継続的支援 ― 新規 ― ―

第5号 多機関協働事業 ― 新規 ― ―

第6号 支援プランの作成 ― 新規 ― ―

法第106条の4第2項

第1号 相談支援

第3号
地域づくりに
向けた支援


